
益田市公表対象随意契約一覧（令和7年2月分）

NO 契約日 契約内容 主管部課
契約金額
（税込：円）

契約相手方 住　　所 適用条項 随意契約とした理由

1 R7.2.4 農集（横田ST）差圧計等更新工事 上下水道部下水道課 3,146,000
山陰クボタ水道用材㈱益田
営業所

益田市下本郷町277-10
地方公営企業法施行令第21条
の13第1項　第5号

真空ステーションの異常通報により機器の確認をしたところ、集水タンク内の圧力を計測
する機器が故障し、正常な運転が不可能な状況となっている。施設の安定的な運転管理
を行うため、早急に機器の更新を行う必要があるため。

2 R7.2.13 旧吉田保育所駐車場整備工事 総務部総務管財課 960,960 ㈱倉栄 益田市久々茂町イ980番地 施行令167条の2第1項　第6号
契約者は、近くの工事を施工中で同一業者に施工させることが有利であると認められる
ため。

3 R7.2.5
EAGA内ネットワークの通信障害に対応する
機器の構成変更と機器導入

政策企画局情報システム課 814,000 ㈱アットアイ 益田市駅前町17-1 施行令167条の2第1項　第2号
契約者は、他の機器との連携や安定性が確保された導入作業を行う必要があり、益田
市行政ネットワークを構築し、システムを熟知している。また、益田市行政系ネットワーク
のシステムの保守業者であるため。

4 R7.2.5 豊文川排水樋門整備工事 建設部都市整備課 6,490,000 ㈱ミゾタ山口営業所 山口県山口市小郡黄金町11-10-2 施行令167条の2第1項　第2号及び第5号
本件工事を実施する施設設備は、契約者製品であり、設備を部分的に他社製品とする
と、施設稼働に著しい支障が生ずる恐れがある。また、早急な対応が可能であるため。

5 R7.2.7 市道表匹見峡災害測量設計業務委託 建設部土木課 5,467,000 益美コンサルタント㈱ 益田市美都町仙道915-1 施行令167条の2第1項　第5号
当該路線は景勝地として多くの観光客が訪れる場所であり、早急な復旧が望まれてい
る。「災害発生時における調査業務等の支援に関する協定書」第３条第１項の規定に基
づき、益田地区測量設計業協会が契約者を選定したため。

6 R7.2.12
三隅・益田道路遠田インター送水管移設工
事

上下水道部工務課 47,850,000 高橋建設㈱ 益田市遠田町3815-1
地方公営企業法施行令第21条
の13第1項　第5号

契約者は、国交省直轄工事として実施されている三隅・益田道路工事を実施する業者で
あり、国交省から早期の送水管の本移転改良を求められており、現地の状況に精通し早
期に工事を行うことができるため。

7 R7.2.12 空港加圧施設NO.1送水ポンプ取替工事 上下水道部工務課 1,650,000 山陰クボタ水道用材㈱益田営業所 益田市下本郷町277-10
地方公営企業法施行令第21条
の13第1項　第5号

早急に取り替える必要があり、契約者は、配管及び機器類に精通し、同ポンプ取替の実
績があり、その施工が良好であるため。

8 R7.2.20
令和６年度障碍者自立支援給付審査支払
等システム改修業務

福祉環境部障がい者福祉課 561,275 ㈱日立ソリューションズ西日本 広島県広島市中区八丁堀3番33号 施行令167条の2第1項　第2号
契約者から導入している障害者システム「あゆむくん」を他社で改修することは困難であ
るため。

9 R7.2.5 乗合タクシー停留所作成業務 政策企画局連携のまちづくり推進課 881,034 河上木造建築 益田市美都町宇津川ロ350 施行令167条の2第1項　第5号
匹見線及び種線廃止に伴い、３月１６日から代替交通を運行するための専用のバス停留
所を設置するもので緊急を要するため。

10 R7.2.5 ＧＩＧＡタブレット修理 教育部学校教育課 3,559,188 ㈱タイピック 益田市常盤町7-3 施行令167条の2第1項　第2号
契約者は、小中学校の教育用コンピュータの保守を行っており整備状況を把握してい
て、各学校の端末の設定変更等を行い管理状況について熟知しているため。

11 R7.2.12
益田地区広域クリーンセンター松枯れ危険
木伐採業務委託

益田地区広域市町村圏事務組合焼却施設課 792,000 ㈱石見造園 益田市美都町都茂1942-1 施行令167条の2第1項　第5号
施設周辺の松枯れの倒木があり、施設を損傷させる恐れがある、また、自由広場で倒木
があった場合に一般利用者に危険を及ぼす恐れがあり、契約者は早急に対応可能であ
るため。

12 R7.2.12 6小災市道真砂都茂線災害復旧工事 建設部土木課 2,029,500 ㈱倉栄 益田市久々茂町イ980番地 施行令167条の2第1項　第5号
現場は降雨により発生した土砂流出のため、コルゲートパイプが破損し排水路に支障が
発生している。早急な復旧をおこなうにあたって同業者は現場近傍に事業所があり、迅
速な対応が可能であるため。

13 R7.2.27
令和６年度介護報酬改定等に伴う改修事業
追加案件にかかるシステム改修業務

福祉環境部高齢者福祉課 663,025 ㈱日立ソリューションズ西日本 広島県広島市中区八丁堀3番33号 施行令167条の2第1項　第2号 現在使用システムの開発メーカーである業者を選定

14 R7.2.3
市道本俣賀後溢線外4路線支障木伐採業務
委託

建設部土木課 4,992,900 ㈲石西建設 益田市安富町1571-1 施行令167条の2第1項　第2号
寒波により発生した倒木により、車両通行への支障や第三者被害を及ぼす可能性が高
いので、早急に伐採を行う必要があり、迅速に対応ができ、かつ現場近傍に事務所ある
ため。

15 R7.2.25
物価高騰低所得給付金・低所得子育て世帯
支援給付金に伴うシステム改修業務

福祉環境部福祉総務課 2,048,000 ㈱日立ソリューションズ西日本 広島県広島市中区八丁堀3番33号 施行令167条の2第1項　第2号
非課税者や住民票の情報が管理されているADWOLRD（契約者により導入されているシ
ステム）に当該システムを構築する必要があるため。


